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新規就農者育成総合対策及び水田活用の直接支払交付金における 

農業予算の確保等を求める意見書 

 

新規就農を支援する事業においては，来年度から「新規就農者育成総合対策」と名

称が変更され，これまで全額国費で行われてきた支援が地方負担を伴う事業内容とな

っており，仮に地方負担が発生する場合，地方自治体の財政力によって新規就農者等

に対する支援に差が生じることが懸念される。 

また，来年度の水田活用の直接支払交付金においては，長期間水稲作付けしていな

い水田は戦略作物助成の交付対象から除外するとの内容が示された。北海道では過去

の減反政策に基づき，主食用米以外の作物への作付けに協力してきた経過があり，唐

突に交付対象から除外することは，該当する農家を経営困難に陥らせ，荒廃地を増加

させるなど地域農業の崩壊につながりかねない。 

よって，政府においては，新規就農者育成総合対策及び水田活用の直接支払交付金

について，次の措置を講ずるよう強く求める。 

 

１ 新規就農者育成総合対策については，新規就農者や後継者などの円滑な就農が促

進されるよう，十分な予算を確保すること。 

  また，その事業費については，これまでの「農業次世代人材投資事業」と同様，

全額を国費により措置すること。 

 

２ 来年度の水田活用の直接支払交付金については，十分な予算を確保するとともに，

その交付対象の変更については，地域農業を守ることはもとより，生産現場に混乱

が生じないよう慎重に対応すること。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

 

旭 川 市 議 会 


